
３．幹事の選出�
幹事の選出は，常任幹事会の推薦に基づき，会長が委嘱する．�
�

４．支部長の選出�
支部長の選出は，支部の推薦に基づき，会長が委嘱する．�
�

５．顧問または参与の選出は，評議会の推薦に基づき，会長が委嘱する．�
�

６．役員選出規定の変更は，総会の議決による．�
�
（付� 則）�
１．� ����年度に行われる役員選挙では，１．会長・会計監査・評議員の選出（２）を，次のように読み替える
ものとする．「選挙管理委員は，幹事会によって推薦され，会長から委嘱される若干名によって構成される．」�

� � 同じく（��）を，次のように読み替えるものとする．「選挙管理委員会は，会長・会計監査・評議員の選挙
結果を幹事会に報告する．幹事会は選挙結果に基づいた次期役員候補を評議会に報告し，総会の承認を得なけ
ればならない．」�

２．この規定は，����年５月��日に一部改正．�
�
�
�
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『経済地理学年報』投稿規定および執筆要領（2025 年 10 月改訂版） 
 

 経済地理学年報は，経済地理学を専門とするわが国唯一の学術団体である経済地理学会の機関誌で，

年間 4 回（3,6,9,12 月）刊行されます．経済地理学年報は，主として経済地理学に関する理論的・実証的

な学術論文のほか，学術大会の報告論文，書評，例会記録，会員への情報提供としての会告などを掲載

します． 

 

■投稿規定 

 

1．論文投稿の原則 本誌に掲載される原稿は，経済地理学に関する理論的・実証的研究成果をまとめた

ものとし，未発表のものを原則とする．投稿は原則として経済地理学会会員(ただし，学生会員は除く)

に限る．共著の場合は，少なくとも 1 名が経済地理学会会員であること． 

 

2．著作権 原稿の著作権は，最終原稿が編集委員会に提出された時点で，著者から経済地理学会に移

転される．したがって，経済地理学年報に掲載された原稿の全部または一部（図表等を含む）の書籍

等への転載等，利用を希望する際は，経済地理学会著作権規定第 5 条にもとづき，書面により本学会

に申請し，その許諾を得ること． 

 

3．原稿の種類 原稿の種類は，会員の投稿によるもの（以下，投稿論文）――  論説（Article），展望

（Review），研究ノート（Note），フォーラム（Forum），書評（Book review） ―― と，編集委員会の企画に

基づく依頼による原稿（以下，依頼原稿） ――  大会報告論文（Report），特集論文（Special Issue），国

際フォーラム（International Forum），学会記事(Proceedings) ―― とする．各種原稿とも本文の使用言

語は，日本語もしくは英語とする． 

 

＜投稿論文原稿＞ 

論 説       原稿の長短に関わらず，理論的・実証的研究における分析視点，研究方法などに

オリジナリティを有する成果． 

展 望       ある主題に関する既存の研究成果を分析・検討し，研究の現段階と将来展望につ

いてまとめた成果． 

研究ノート       素材の新しさを含む理論的・実証的研究の中間報告（含，速報），あるいは新しい

手法の提案などの成果． 

フォーラム       経済地理学年報に掲載された論説，展望，研究ノート，大会報告論文に対する批

判と討論および経済地理学の発展に資する調査資料や意見，報告などの成果．

英文による投稿の場合は，国際フォーラムとして扱う． 

書   評       経済地理学および関連分野に関する図書の批評と紹介． 

 

なお，投稿原稿のうち，論説，展望，研究ノートは，編集委員以外の専門研究者による査読を経た

査読付き論文である． 

39─　　─



 — 44 —

 

＜依頼原稿＞ 

大会報告論文 本会の学術大会において，報告あるいはコメントした内容を体系的にまとめ

た成果． 

特 集 論 文       大会特集号以外の特集号に掲載される論文．特集号は編集委員会が常任幹事

会と連携して企画し，最も適任と思われる研究者に執筆を依頼する． 

国際フォーラム       国内外の研究事情や経済地理的事象に関する英文で執筆された短信．海外の

研究者（主に海外編集協力員）および国内の研究者への執筆依頼に加えて，会

員からの投稿も受け付ける． 

学 会 記 事       例会記録（例会報告の要旨）および常任幹事会の議事録などの情報提供． 
 

なお，依頼原稿のうち，大会報告論文と特集論文は，査読付き論文とみなす． 

 

4．原稿の採否 フォーラムおよび書評を除く投稿論文は，編集委員以外の，専門研究者の審査員（以下，

査読者）の意見を基にして，編集委員会が審査し，掲載の採否を決定する．投稿論文に問題があれば，

編集委員会の意見をつけて，著者に返却する．著者は，編集委員会からの意見を参考に書き直し，再

投稿することができる． 

   ただし，編集委員会の意見に異議があれば，その旨を書面で申し述べることができる．編集委員会は，

再投稿された論文や異議申し立てについて審査する．その際，さらに問題があれば再び同じ査読者，

あるいは別の査読者を指定して意見を求めることができる． 

   フォーラム，書評および依頼原稿は，編集委員会が掲載の採否を決定する．必要に応じて，編集委員

以外の査読者を指定して意見を求めることができる． 

 

5．原稿の長さ 原稿の長さには，論文標題・著者名・和文要旨，キーワード，注，文献，英文要旨のほかに

図表も含むものとする．長さの制限は，刷り上がりページを基準として，下の表の通りである．  

 

原 稿 種 類 刷 り 上 が り        
ページ数の制限 

刷り上がりの 
字詰め 原稿の字詰め 原稿枚数 

論説・展望・大会報

告論文・特集論文 20 ページ以内 22 字×41 行×2

段＝1,804字 

22 字×41 行

=902字 
40 

研 究 ノ ー ト         16 ページ以内 同 上 同 上 32 

フ ォ ー ラ ム ・         

国 際 フ ォ ーラ ム         
10 ページ以内 同 上 同 上 16 

書  評         4 ページ以内 
25 字×44 行×2

段＝2,200字 

25 字×44 行

=1,100字 
8 

例 会 記 録         0.5 ページ以内 同 上 同 上 1 

※英文原稿の字詰め等に関しては別に定める． 
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6．論文の投稿 投稿原稿および依頼原稿は，経済地理学会のホームページからアクセスできる電子投稿

システム（Editorial Manager）を通じて投稿すること．論説，展望，研究ノートについては，原則として編

集委員会の 1 週間前までに新規投稿がなされた原稿について，直近の編集委員会で査読者を選定

する． 

 

7．修正原稿の送付（再投稿） 編集委員会の修正要請に基づいて修正された原稿の再投稿の際には，原

稿を編集会議の２週間前までに電子投稿システムを通じて投稿すること．編集会議の日程は経済地理

学会のホームページを参照されたい． 

 

8．入稿用原稿の送付 審査を終え掲載が決定した原稿は，ゴシック体、イタリック体，上付文字，JIS 第１水

準以外の文字，図表の挿入位置などの入稿指示を朱字で施した上，電子投稿システムに提出すること．

なお，テキストデータ（Word 形式）および図表の元データについては，別途提出を求める． 

 

9．校正 著者は原稿の校正を行う責任を有している．校正時には誤字・誤記以外の修正は原則として認め

ない．著者校正は初校までとし，期限までに指定の返送先に返却すること．再校は編集委員会が行う．  

 

10．別刷 別刷は，50 部単位で作成できる．希望者は初稿校正時に印刷所に希望部数を伝えること．原則

として，印刷・製本経費・荷造送料の実費は著者が負担する．ただし，論文受理日において，満33 歳以

下の著者（共著論文の場合は著者全員が条件を満たすこと）については，本会の若手研究者奨励制度

に基づき，100 部までの印刷・製本費用および荷造送料を無料とするので，該当する著者は併せて印

刷所に伝えること（フォーラムと書評を除く）． 

 

11．著者の負担 刷り上がりのページ数が，原稿種類ごとの規定枚数を超える場合には，超過分の実費を

著者が負担する．ただし，書評はページの超過を認めない．なお，負担する実費の算定基準は別途定

める． 

 

12．掲載順の決定 掲載が決定した原稿の掲載順は，原稿種類ごとに，原則として受理順（同一受理日の

場合は投稿日順）とする． 

 

13．投稿の制限 より多くの会員に投稿の機会を保障するために，投稿原稿のうち論説，展望，研究ノート，

フォーラムについては，同一著者名において審査が継続している論文がある場合もしくは直近の新規

投稿から 1 年が経過していない場合には，新規投稿ができない． 

 

14．投稿の取り下げ 編集委員会からの修正要請に対し，以後の再投稿の意志を喪失した場合は，その旨

を編集委員会に通知すること．この手続きをしないままに他誌に再投稿を行った場合や，本誌に別の

論文を投稿した場合，これは「二重投稿」とみなされる．また，最終審査日より１年以上の間，再投稿が

行われない場合は，編集委員会は投稿者が原稿を取り下げたものとみなす．なお，投稿者によって投

稿意志継続の連絡がなされた場合にはこの限りではない． 
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＜依頼原稿＞ 

大会報告論文 本会の学術大会において，報告あるいはコメントした内容を体系的にまとめ

た成果． 

特 集 論 文       大会特集号以外の特集号に掲載される論文．特集号は編集委員会が常任幹事

会と連携して企画し，最も適任と思われる研究者に執筆を依頼する． 

国際フォーラム       国内外の研究事情や経済地理的事象に関する英文で執筆された短信．海外の

研究者（主に海外編集協力員）および国内の研究者への執筆依頼に加えて，会

員からの投稿も受け付ける． 

学 会 記 事       例会記録（例会報告の要旨）および常任幹事会の議事録などの情報提供． 
 

なお，依頼原稿のうち，大会報告論文と特集論文は，査読付き論文とみなす． 

 

4．原稿の採否 フォーラムおよび書評を除く投稿論文は，編集委員以外の，専門研究者の審査員（以下，

査読者）の意見を基にして，編集委員会が審査し，掲載の採否を決定する．投稿論文に問題があれば，

編集委員会の意見をつけて，著者に返却する．著者は，編集委員会からの意見を参考に書き直し，再

投稿することができる． 

   ただし，編集委員会の意見に異議があれば，その旨を書面で申し述べることができる．編集委員会は，

再投稿された論文や異議申し立てについて審査する．その際，さらに問題があれば再び同じ査読者，

あるいは別の査読者を指定して意見を求めることができる． 

   フォーラム，書評および依頼原稿は，編集委員会が掲載の採否を決定する．必要に応じて，編集委員

以外の査読者を指定して意見を求めることができる． 

 

5．原稿の長さ 原稿の長さには，論文標題・著者名・和文要旨，キーワード，注，文献，英文要旨のほかに

図表も含むものとする．長さの制限は，刷り上がりページを基準として，下の表の通りである．  

 

原 稿 種 類 刷 り 上 が り        
ページ数の制限 

刷り上がりの 
字詰め 原稿の字詰め 原稿枚数 

論説・展望・大会報

告論文・特集論文 20 ページ以内 22 字×41 行×2

段＝1,804字 

22 字×41 行

=902字 
40 

研 究 ノ ー ト         16 ページ以内 同 上 同 上 32 

フ ォ ー ラ ム ・         

国 際 フ ォ ーラ ム         
10 ページ以内 同 上 同 上 16 

書  評         4 ページ以内 
25 字×44 行×2

段＝2,200字 

25 字×44 行

=1,100字 
8 

例 会 記 録         0.5 ページ以内 同 上 同 上 1 

※英文原稿の字詰め等に関しては別に定める． 
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6．論文の投稿 投稿原稿および依頼原稿は，経済地理学会のホームページからアクセスできる電子投稿

システム（Editorial Manager）を通じて投稿すること．論説，展望，研究ノートについては，原則として編

集委員会の 1 週間前までに新規投稿がなされた原稿について，直近の編集委員会で査読者を選定

する． 

 

7．修正原稿の送付（再投稿） 編集委員会の修正要請に基づいて修正された原稿の再投稿の際には，原

稿を編集会議の２週間前までに電子投稿システムを通じて投稿すること．編集会議の日程は経済地理

学会のホームページを参照されたい． 

 

8．入稿用原稿の送付 審査を終え掲載が決定した原稿は，ゴシック体、イタリック体，上付文字，JIS 第１水

準以外の文字，図表の挿入位置などの入稿指示を朱字で施した上，電子投稿システムに提出すること．

なお，テキストデータ（Word 形式）および図表の元データについては，別途提出を求める． 

 

9．校正 著者は原稿の校正を行う責任を有している．校正時には誤字・誤記以外の修正は原則として認め

ない．著者校正は初校までとし，期限までに指定の返送先に返却すること．再校は編集委員会が行う．  

 

10．別刷 別刷は，50 部単位で作成できる．希望者は初稿校正時に印刷所に希望部数を伝えること．原則

として，印刷・製本経費・荷造送料の実費は著者が負担する．ただし，論文受理日において，満33 歳以

下の著者（共著論文の場合は著者全員が条件を満たすこと）については，本会の若手研究者奨励制度

に基づき，100 部までの印刷・製本費用および荷造送料を無料とするので，該当する著者は併せて印

刷所に伝えること（フォーラムと書評を除く）． 

 

11．著者の負担 刷り上がりのページ数が，原稿種類ごとの規定枚数を超える場合には，超過分の実費を

著者が負担する．ただし，書評はページの超過を認めない．なお，負担する実費の算定基準は別途定

める． 

 

12．掲載順の決定 掲載が決定した原稿の掲載順は，原稿種類ごとに，原則として受理順（同一受理日の

場合は投稿日順）とする． 

 

13．投稿の制限 より多くの会員に投稿の機会を保障するために，投稿原稿のうち論説，展望，研究ノート，

フォーラムについては，同一著者名において審査が継続している論文がある場合もしくは直近の新規

投稿から 1 年が経過していない場合には，新規投稿ができない． 

 

14．投稿の取り下げ 編集委員会からの修正要請に対し，以後の再投稿の意志を喪失した場合は，その旨

を編集委員会に通知すること．この手続きをしないままに他誌に再投稿を行った場合や，本誌に別の

論文を投稿した場合，これは「二重投稿」とみなされる．また，最終審査日より１年以上の間，再投稿が

行われない場合は，編集委員会は投稿者が原稿を取り下げたものとみなす．なお，投稿者によって投

稿意志継続の連絡がなされた場合にはこの限りではない． 
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15．原稿の差し戻しおよび審査の打ち切り 本誌の趣旨や投稿規程，執筆要領を大きく逸脱する論文の投

稿がなされた場合，編集委員会で審議の上，当該原稿の審査を行わず差し戻す場合がある．編集委

員会からの修正要請とは無関係に論文の主旨を大幅に改編して再投稿がなされた場合，著作権法に

抵触する行為や「二重投稿」がなされた場合，その他本会の名誉を傷つける行為があったと認められる

場合には，その論文の審査を打ち切る． 
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■経済地理学年報・日本語論文執筆要領 

 

1. 原稿のスタイル 

 原稿は，A４の用紙に 22 字×41 行（書評と例会記録は 25 字×44 行）とし，天地各 30mm，左右各

50mm の余白をとること．英文要旨はこの限りではないが，十分な行間をとること． 

 

2. 文章表現・綴り等 

・文章は，とくに必要な場合を除き，常用漢字・新かなづかい・新送り仮名（例：行う）を用い，「・・・であ

る．」調で書く． 

・副詞は，なるべくひらがなで書く．動物・植物名は，慣用的使用法による． 

・数字は，熟語など特別な場合を除き，アラビア数字を用いる．ただし，大きな数字は，「兆，億，万」な

どの漢字を使ってもよい．分数は，1/2，とせずに２分の１と書く． 

・年号は，原則として西暦を用い，必要に応じてその後に元号などを括弧に入れて併用することもでき

る(例，2003（平成 15）年)． 

・度量衡の単位は，原則として記号を用いることとする（例，km，kg，㎡）． 

・句読点は，「ピリオド＜.＞，カンマ＜ ,＞」を用いる． 

・数字および欧文文字は，一字で単独に用いる場合以外は，半角数字・文字を用いる． 

・数式は，２行分以上とり，文字の大小，書体を区別するようにする． 

 

3．原稿のまとめ方 

 原稿は，標題，著者名，和文要旨とキーワード，本文，注，文献，英文要旨，図表一覧，図表の順に，

1 つのファイルにまとめ，経済地理学会のホームページからアクセスできる電子投稿システム（Editorial 

Manager）を通じて投稿すること．本文の末尾に所属を括弧に入れて明記すること．なお，謝辞など（研

究費，発表集会名，もととなる学位論文等の提出先などを含む）を入れる場合には，本文末尾に１行あ

けて記すことができる．この場合には，所属は謝辞などの下になる． 

 

4．標題，著者名 

 書評，例会報告要旨以外の原稿には，すべて和文・英文の標題および，著者名・そのローマ字表記

をつける．英文標題は前置詞・冠詞を除いてキャピタライズを施す．著者名のローマ字表記は姓をす

べて大文字として，姓・名の順とし，その間にカンマを付けない．著者が複数にわたる場合は，原稿中

に「*」，「**」の記号を付して，本文末尾の所属欄と対応させる． 

 

5．要旨・キーワード 

 論説，展望，研究ノート，大会報告論文，特集論文は，本文の前に論文全体の和文要旨（600 字以内）

およびキーワード，論文末尾には英文要旨（650 ワーズ以内）および英文キーワードを必ずつける．フ

ォーラムの場合には，和文要旨（300 字以内）およびキーワードを本文の前につけ，論文末尾には英文

要旨をつけず英文表題・英文著者名・英文キーワードのみ付す．なお，キーワードは５語以内とする． 
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15．原稿の差し戻しおよび審査の打ち切り 本誌の趣旨や投稿規程，執筆要領を大きく逸脱する論文の投

稿がなされた場合，編集委員会で審議の上，当該原稿の審査を行わず差し戻す場合がある．編集委

員会からの修正要請とは無関係に論文の主旨を大幅に改編して再投稿がなされた場合，著作権法に

抵触する行為や「二重投稿」がなされた場合，その他本会の名誉を傷つける行為があったと認められる

場合には，その論文の審査を打ち切る． 
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■経済地理学年報・日本語論文執筆要領 

 

1. 原稿のスタイル 

 原稿は，A４の用紙に 22 字×41 行（書評と例会記録は 25 字×44 行）とし，天地各 30mm，左右各

50mm の余白をとること．英文要旨はこの限りではないが，十分な行間をとること． 

 

2. 文章表現・綴り等 

・文章は，とくに必要な場合を除き，常用漢字・新かなづかい・新送り仮名（例：行う）を用い，「・・・であ

る．」調で書く． 

・副詞は，なるべくひらがなで書く．動物・植物名は，慣用的使用法による． 

・数字は，熟語など特別な場合を除き，アラビア数字を用いる．ただし，大きな数字は，「兆，億，万」な

どの漢字を使ってもよい．分数は，1/2，とせずに２分の１と書く． 

・年号は，原則として西暦を用い，必要に応じてその後に元号などを括弧に入れて併用することもでき

る(例，2003（平成 15）年)． 

・度量衡の単位は，原則として記号を用いることとする（例，km，kg，㎡）． 

・句読点は，「ピリオド＜.＞，カンマ＜ ,＞」を用いる． 

・数字および欧文文字は，一字で単独に用いる場合以外は，半角数字・文字を用いる． 

・数式は，２行分以上とり，文字の大小，書体を区別するようにする． 

 

3．原稿のまとめ方 

 原稿は，標題，著者名，和文要旨とキーワード，本文，注，文献，英文要旨，図表一覧，図表の順に，

1 つのファイルにまとめ，経済地理学会のホームページからアクセスできる電子投稿システム（Editorial 

Manager）を通じて投稿すること．本文の末尾に所属を括弧に入れて明記すること．なお，謝辞など（研

究費，発表集会名，もととなる学位論文等の提出先などを含む）を入れる場合には，本文末尾に１行あ

けて記すことができる．この場合には，所属は謝辞などの下になる． 

 

4．標題，著者名 

 書評，例会報告要旨以外の原稿には，すべて和文・英文の標題および，著者名・そのローマ字表記

をつける．英文標題は前置詞・冠詞を除いてキャピタライズを施す．著者名のローマ字表記は姓をす

べて大文字として，姓・名の順とし，その間にカンマを付けない．著者が複数にわたる場合は，原稿中

に「*」，「**」の記号を付して，本文末尾の所属欄と対応させる． 

 

5．要旨・キーワード 

 論説，展望，研究ノート，大会報告論文，特集論文は，本文の前に論文全体の和文要旨（600 字以内）

およびキーワード，論文末尾には英文要旨（650 ワーズ以内）および英文キーワードを必ずつける．フ

ォーラムの場合には，和文要旨（300 字以内）およびキーワードを本文の前につけ，論文末尾には英文

要旨をつけず英文表題・英文著者名・英文キーワードのみ付す．なお，キーワードは５語以内とする． 
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6．章節項構成 

 論説，展望，研究ノート，大会報告論文，特集論文の本文は，章および節以下に区切る．章にはロー

マ数字「I，Ⅱ，Ⅲ，・・・」，節には全角スペースを１マスあけてからアラビア数字＋ピリオド「１．，２．，・・・」，

さらに項をおく場合は括弧付きで，「(1)，(2)，・・・」，の番号をつける．なお，章名・節名はゴシック体表

記とする． 

 

7．注記 

・ 学会記事（例会報告要旨）を除く原稿には，注記をつけることができる． 

・ 注記は章ごとでなく，論文の本文が完結した直後に 1 行あけ，文末脚注として一括して記す． 

・ 各注記は，片括弧を付けた番号で区別し，その番号は論文全体の通し番号とする．この番号を本文

中の文章の該当箇所に，右肩１字分とって書く(例，伝統的マルクス経済学６)のアプローチ). 

・ 文献引用のみを目的とする注記は避け，文献引用は次の８.にならって本文中に表示する． 

 

8．文献 

・ 文献は，本文ならびに注記，図表の中に使用したものをすべて論文末（注記の後）に，「文献」として，

一括して表示する．文献は，日本語の文献を著者名の五十音順に，ついでアルファベットを使用す

る言語の文献をアルファベット順に配列する．中国語やハングルなど，アルファベットを用いない外

国文献は，各語の慣例に従うとともに，日本語文献の後に配置すること． 

・ 本文または注の中では，この「文献」欄に掲げられた文献の著者名と発行年のみを( )書きして，当該

文献を参照したことを示す．共著の場合は２名以下ならば全員の氏名を表記し，３名以上の場合は，

最初の２名の氏名のみ表記し，後は「ほか」，「et al.」（欧文文献の場合）などとする．必要があれば，

引用ページを（ ）内の発行年に続けて表示する．同一著者で同一年次に複数の文献がある場合は，

発行年に a，b・・・を付けて区別する（例：「・・・（川島編，1986）」，「・・・（秋山，2001a，p.234）」，「・・・

（Hall,1959b，pp.28-31）」のように本文または注記中の該当箇所に表示する），複数の文献の場合は

「；」（セミコロン）で区切る（例：（川島編，1986，p.10；秋山，2001，p.235）など）．翻訳のある外国文献

で訳書を参照した場合は，訳書のみを記す（例，ディッケン，2001，pp.182-224）．なお，「川島（1986）

によれば・・・」，「秋山（2001a）は・・・」との表現も可である． 

・ 日本語の著作名で副題がある場合は「─」（ダーシ）でその両側を括る． 

・ 論文末の文献表記は次に示す要領によるものとする． 

 

 A．日本語の文献 

１）雑誌論文 秋山道雄（2001ａ）：開発理念の進化と環境管理，『経済地理学年報』47：233-246． 

２）単行本 川島哲郎編（1986）：『経済地理学』（総観地理学講座 13）朝倉書店． 

３）編著の一部 春日茂男（1991）：近代製鉄業の成立と立地，（所収 春日茂男・藤森 勉編『新訂・経済

地理Ⅱ』大明堂：53-82）． 

４）訳本 ディッケン，Ｐ．著，宮町良広監訳（2001）：『グローバル・シフト―変容する世界経済地図― 上』

古今書院． 
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 B．欧語の文献 

１）雑誌論文 Clark, G.L. (1980): “Capitalism and Regional Inequality,” Annals of the Association of 

American Geographer, 70: 346-389.  

２）単行本  Storper, M. (1997): The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, New 

York: The Guilford Press.  

３)編著の全体  Clark, G. L., Feldman, M. P. and Gertler, M. S. eds. (2000): The Oxford Handbook of 

Economic Geography, Oxford: Oxford University Press.  

４）編著の一部  Harvey, D. (1985): “The Geopolitics of Capitalism.” In Gregory, D. and Urry, J. eds. 

Social Relation and Spatial Structures, Basingstoke and London: Macmillan：128-163.  

５）訳書のあるもの  Dicken, P. (1998): Global Shift: Transforming the World Economy, Third Edition, 

London: Paul Chapman Publishing (first edition, 1988). ディッケン，Ｐ．著，宮町良広監訳（2001）：『グ

ローバル・シフト─変容する世界経済地図─ 上・下』古今書院． 

 C. その他 

１）雑誌論文のページは，巻の通しページがある場合にはこれを採用し，ない場合には号とページを

書く． 

２）共著・編・訳者などが３名以上の場合も，文献表には全員の氏名を表記する． 

３）欧文文献の著者名は，姓，カンマ，名のイニシャルの順で表記する．共著文献の場合の第２著者以

下も同様である． 

４）雑誌・紀要なとの名称について，紛らわしいものがある場合，発行機関名を併記する（例；『経済学研

究』(九州大学)，『人文 

地理学研究』（筑波大学）). 

５）日本国内で刊行されている和文雑誌に掲載されている欧文論文の掲載誌名は，英語表記を用いる． 

６）インターネット上の資料を参照した場合には，URL と最終閲覧日を以下の要領で記載する．文献の

発行年にあたる部分は，当該ページ，もしくは当該ページを含むサイトの最終更新年次を示す．最終

更新年次が明記されていない場合，筆者が当該ページを確認した年次とする．ただし，官公庁等の冊

子体資料がそのまま PDF ファイル等の形態で公表されている場合には，冊子体資料の方を優先的に

引用する．一連の資料・文書が別ファイル化されている場合には，トップページのみ典拠すればよい． 

例）・ 経済産業省九州経済産業局（2002）：九州地域経済活性化に向けたアクション・プラン 2002，

http://www.kyushu.meti.go.jp/press/14_6/action_plan/action_plan_2002.htm（2025年10月25日

閲覧）． 

・ 東 京 都 住 宅 局 （ 2002 ） ： 都 営 住 宅 団 地 一 覧 ， http://www.jutaku.metro.tokyo.jp/264-

00toeidanchi.htm（2025 年 10 月 25 日閲覧）． 

 

9．図表類の作成 

・図表類は，必要最小限なものに限り，本文原稿とは別に１枚１葉ずつ作成すること． 

・図および表に，「第３図」「第２表」というように，それぞれ通し番号をつけ，本文原稿の挿入箇所の欄

外右側に赤字で第３図というように指定する． 

・図版および表の幅は，刷り上がりで横１段(6.5 cm)または２段(10～13 cm)を原則とするので，縮小率な
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6．章節項構成 

 論説，展望，研究ノート，大会報告論文，特集論文の本文は，章および節以下に区切る．章にはロー

マ数字「I，Ⅱ，Ⅲ，・・・」，節には全角スペースを１マスあけてからアラビア数字＋ピリオド「１．，２．，・・・」，

さらに項をおく場合は括弧付きで，「(1)，(2)，・・・」，の番号をつける．なお，章名・節名はゴシック体表

記とする． 

 

7．注記 

・ 学会記事（例会報告要旨）を除く原稿には，注記をつけることができる． 

・ 注記は章ごとでなく，論文の本文が完結した直後に 1 行あけ，文末脚注として一括して記す． 

・ 各注記は，片括弧を付けた番号で区別し，その番号は論文全体の通し番号とする．この番号を本文

中の文章の該当箇所に，右肩１字分とって書く(例，伝統的マルクス経済学６)のアプローチ). 

・ 文献引用のみを目的とする注記は避け，文献引用は次の８.にならって本文中に表示する． 

 

8．文献 

・ 文献は，本文ならびに注記，図表の中に使用したものをすべて論文末（注記の後）に，「文献」として，

一括して表示する．文献は，日本語の文献を著者名の五十音順に，ついでアルファベットを使用す

る言語の文献をアルファベット順に配列する．中国語やハングルなど，アルファベットを用いない外

国文献は，各語の慣例に従うとともに，日本語文献の後に配置すること． 

・ 本文または注の中では，この「文献」欄に掲げられた文献の著者名と発行年のみを( )書きして，当該

文献を参照したことを示す．共著の場合は２名以下ならば全員の氏名を表記し，３名以上の場合は，

最初の２名の氏名のみ表記し，後は「ほか」，「et al.」（欧文文献の場合）などとする．必要があれば，

引用ページを（ ）内の発行年に続けて表示する．同一著者で同一年次に複数の文献がある場合は，

発行年に a，b・・・を付けて区別する（例：「・・・（川島編，1986）」，「・・・（秋山，2001a，p.234）」，「・・・

（Hall,1959b，pp.28-31）」のように本文または注記中の該当箇所に表示する），複数の文献の場合は

「；」（セミコロン）で区切る（例：（川島編，1986，p.10；秋山，2001，p.235）など）．翻訳のある外国文献

で訳書を参照した場合は，訳書のみを記す（例，ディッケン，2001，pp.182-224）．なお，「川島（1986）

によれば・・・」，「秋山（2001a）は・・・」との表現も可である． 

・ 日本語の著作名で副題がある場合は「─」（ダーシ）でその両側を括る． 

・ 論文末の文献表記は次に示す要領によるものとする． 

 

 A．日本語の文献 

１）雑誌論文 秋山道雄（2001ａ）：開発理念の進化と環境管理，『経済地理学年報』47：233-246． 

２）単行本 川島哲郎編（1986）：『経済地理学』（総観地理学講座 13）朝倉書店． 

３）編著の一部 春日茂男（1991）：近代製鉄業の成立と立地，（所収 春日茂男・藤森 勉編『新訂・経済

地理Ⅱ』大明堂：53-82）． 

４）訳本 ディッケン，Ｐ．著，宮町良広監訳（2001）：『グローバル・シフト―変容する世界経済地図― 上』

古今書院． 
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 B．欧語の文献 

１）雑誌論文 Clark, G.L. (1980): “Capitalism and Regional Inequality,” Annals of the Association of 

American Geographer, 70: 346-389.  

２）単行本  Storper, M. (1997): The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, New 

York: The Guilford Press.  

３)編著の全体  Clark, G. L., Feldman, M. P. and Gertler, M. S. eds. (2000): The Oxford Handbook of 

Economic Geography, Oxford: Oxford University Press.  

４）編著の一部  Harvey, D. (1985): “The Geopolitics of Capitalism.” In Gregory, D. and Urry, J. eds. 

Social Relation and Spatial Structures, Basingstoke and London: Macmillan：128-163.  

５）訳書のあるもの  Dicken, P. (1998): Global Shift: Transforming the World Economy, Third Edition, 

London: Paul Chapman Publishing (first edition, 1988). ディッケン，Ｐ．著，宮町良広監訳（2001）：『グ

ローバル・シフト─変容する世界経済地図─ 上・下』古今書院． 

 C. その他 

１）雑誌論文のページは，巻の通しページがある場合にはこれを採用し，ない場合には号とページを

書く． 

２）共著・編・訳者などが３名以上の場合も，文献表には全員の氏名を表記する． 

３）欧文文献の著者名は，姓，カンマ，名のイニシャルの順で表記する．共著文献の場合の第２著者以

下も同様である． 

４）雑誌・紀要なとの名称について，紛らわしいものがある場合，発行機関名を併記する（例；『経済学研

究』(九州大学)，『人文 

地理学研究』（筑波大学）). 

５）日本国内で刊行されている和文雑誌に掲載されている欧文論文の掲載誌名は，英語表記を用いる． 

６）インターネット上の資料を参照した場合には，URL と最終閲覧日を以下の要領で記載する．文献の

発行年にあたる部分は，当該ページ，もしくは当該ページを含むサイトの最終更新年次を示す．最終

更新年次が明記されていない場合，筆者が当該ページを確認した年次とする．ただし，官公庁等の冊

子体資料がそのまま PDF ファイル等の形態で公表されている場合には，冊子体資料の方を優先的に

引用する．一連の資料・文書が別ファイル化されている場合には，トップページのみ典拠すればよい． 

例）・ 経済産業省九州経済産業局（2002）：九州地域経済活性化に向けたアクション・プラン 2002，

http://www.kyushu.meti.go.jp/press/14_6/action_plan/action_plan_2002.htm（2025年10月25日

閲覧）． 

・ 東 京 都 住 宅 局 （ 2002 ） ： 都 営 住 宅 団 地 一 覧 ， http://www.jutaku.metro.tokyo.jp/264-

00toeidanchi.htm（2025 年 10 月 25 日閲覧）． 

 

9．図表類の作成 

・図表類は，必要最小限なものに限り，本文原稿とは別に１枚１葉ずつ作成すること． 

・図および表に，「第３図」「第２表」というように，それぞれ通し番号をつけ，本文原稿の挿入箇所の欄

外右側に赤字で第３図というように指定する． 

・図版および表の幅は，刷り上がりで横１段(6.5 cm)または２段(10～13 cm)を原則とするので，縮小率な
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■ 経済地理学年報・英語論文執筆要領 

 

1．原稿の長さ 

刷り上がりページ数の上限は日本語論文に準ずる．なお，原稿量の目安としては，刷り上がり時，１ペ

ージ 660 ワーズ（１段につき 330 ワーズ）見当である． 

 

2．原稿のまとめ方 

標題，著者名（所属および電子メールアドレス），Abstract，Key words，本文，Acknowledgements，

Notes，References，和文標題，著者名（所属），和文要旨，和文キーワードの順にならべる．なお，国際フ

ォーラムには，Abstract は不要であるが，和文要旨は付す． 

 

3．要旨の長さ 

Abstract は約 230 ワーズ以内，和文要旨は 1600 字以内とする（ただし，国際フォーラムは 1000 字以

内）． 

 

4．章節項構成 

論説・展望・研究ノート・特集論文については，章には算用数字「１, ２, ３，・・・」を用いてボールド表記，

節は序数を用いずイタリック体表記にする．章名，節名とも前置詞・冠詞等を除く単語をキャピタライズす

る．項はなるべく設けない． 

 

5．図表キャプションのナンバリング 

図は「Fig.1.」のように表記，表は「Table 1」のように表記する．それぞれを通し番号とする． 

 

6．表 

タテ罫線は使用しない． 

 

7．文献表記 

文献表記は日本語論文作成の場合と同様のスタイルとする．日本語文献は，英語の表題があるときに

はそれを用い，ない場合には表題をローマ字イタリック体で表記する．末尾に（in Japanese）もしくは（in 

Japanese with English Abstract）と，イタリック体で示す．なお，日本語文献のうち英訳等が得られている場

合には，英訳文献のみ示せばよい． 

 

8．その他 

上記以外については原則として日本語論文の執筆要領に基づくものとする． 
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どを考えて作成すること．図中の文字は縮小後に６ポイントから 10 ポイント程度の大きさになるよう考

慮すること． 

・図表のタイトルは，図は下部，表は上部に書く．出典・注記などは，図の場合は図のタイトルの下に，

表の場合は表の下に，注記，出典の順に表記すること．出典の表記は左詰めで「資料：・・・により作

成．」のスタイルとする． 

・表の単位は，タイトル末尾に( )の形で示すか，タイトルと表本体の間に(単位：％)のように右に寄せて

示す．複数の単位を併用する場合は表本体の各項目に単位を明記する． 

・図版の原稿は，原図が手書きによるものを含めて画像データ化して投稿すること．なお，入稿時には

一般的なファイル形式の画像データを本文とは別に送付すること． 

・図において，グレートーンや細かい網模様は，印刷での再現が困難であるので避ける． 

・各種のグラフを Excel 等の表計算ソフトで作成する場合，デフォルトの設定を用いず，次のような点に

配慮すること． 

 (1)グラフの外枠を用いない． 

 (2)グラフエリアは彩色せず，無色とする． 

 (3)折れ線グラフ等の場合，横軸の目盛りは項目の境界で交差させないこと． 

 (4)フォントは，原則として，通常のゴシック体ではなく明朝体もしくは細ゴシック体を用いること． 

 (5)凡例は，なるべくグラフエリアの中に入れ込むこと． 

 (6)破線・点線やハッチパターンの表現は,表計算ソフトでは十分に行えないため，なるべく，グラフィ

ック・ソフト上で加工を施すことが望ましい． 

・表は，特に過大なものとならないように注意すること．縦罫については両端の罫を除去し，横罫は最

上段の罫のみ中細罫(太めの罫)を，ほかはオモテ罫(細目の罫)を用い，中間の罫は縦横ともできる

限り付けないというやり方で表原稿を作成すること．なお，表組みのための Excel データ等は最終入

稿時には本文とは別に送付すること． 
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経済地理学会著作権規定 

2011 年 10 月 23 日制定 

（目的） 

第１条 本規定は，本学会に投稿される著作物に関する会員及び投稿者（以下，あわせて「会員等」という）の著作権

の取り扱いに関する基本事項を定める． 

（定義） 

第２条 本規定において，次の各号に掲げる用語は，当該各号に定める意義を有する． 

 （1） 本著作物 著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定するものであって，以下のいずれかに該当するものをいう． 

   ① 本学会発行の出版物に掲載される論文等 

   ② 本学会が主催する大会，地域大会，例会，国際会議等の要旨集 

   ③ その他，本学会が指定するもの 

 （2） 本著作者 会員等であって，著作権法第 2 条第 1 項第 2 号に規定するものをいう． 

 （3） 本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい，著作権法第 21 条（複製権），第 22 条（上演権及び演奏権），第 

   22 条の 2（上映権），第 23 条（公衆送信権等），第 24 条（口述権），第 25 条（展示権），第 26 条（頒布権），第 

   26 条の 2（譲渡権），第 26 条の 3（貸与権），第 27 条（翻訳権，翻案権等）及び第 28 条（二次的著作物の利用に 

   関する原著作者の権利）に定めるすべての権利を含む． 

 （4） 本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい，著作権法第 18 条（公表権），第 19 条（氏名表示権） 

   及び第 20 条（同一性保持権）に定めるすべての権利をいう． 

（著作権の帰属） 

第３条 本著作財産権は，すべて本学会に帰属する． 

（著作者人格権の不行使） 

第４条 本著作者は，本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し，本著作者人格権を行使しない． 

   2 前項の規定は，本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が，本著作物を原著作物として二次的著 

    作物を作成した場合においても適用される． 

（著作物による著作物の使用） 

第５条 本著作者は，当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合（第三者に利用する許諾する場合を含む），書面 

    により本学会に申請し，その許諾を得るものとする． 

（著作者による保証等） 

第６条 本著作者は，本著作物が，①第三者の権利を侵害していないこと，②本著作物が二重投稿ではないこと，及び 

    ③本著作物が共同著作物である場合には，本学会への投稿を行うにあたり，当該共同著作物の他の著作者全員 

    の同意を取得していることを保証する．なお，本著作者は，本著作物において第三者の著作物を引用する場合 

    には，出典を明記する． 

（二重譲渡の禁止） 

第７条 本著作者は，本学会以外の第三者に対し，本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾（出版権 

    の設定を含む）をしてはならない． 

（紛争解決に関する協力） 

第８条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等，本著作物に関して紛 

    争が発生した場合又は発生するおそれがある場合，本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する． 

（協議） 

第９条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合，本著作者及び本学会は，信義誠実の原 

    則に従って協議し，これを解決するものとする． 

 

（付則） 

１．本規定は 2011 年 11 月 1 日より施行する． 

２．本規定の施行前に本学会が著作権を有する著作物については，著作者から別段の申し出があり，本学会が当該申し 
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更新履歴： 

2003年3月全面改定 

2003年6月改定 

2004年4月改定 

2004年7月改定 

2006年7月改定 

2007年4月改定 

2010年3月改定 

2010年7月改訂 

2011年10月改訂 

2011年12月改訂 

2016年7月改訂 

2022年5月改訂 

2025年10月改訂 
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